
鳥取県外国人材住環境整備支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。） 

第４条の規定に基づき、鳥取県外国人材住環境整備支援補助金（以下「本補助金」という。）の交付に

ついて、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、県内事業者が雇用する外国人技能実習制度、育成就労制度、特定技能制度を活用し

た外国人材や、高度外国人材（高度専門職又は技術・人文知識・国際業務をいう。）（以下、これらを

まとめて「外国人材」という。）を、新たに受入れを行う場合又は受入れ人数を増やす場合に、当該外

国人材の受入れに必要となる住環境整備等に係る経費の一部を補助することにより、県内事業所で働

く外国人材の暮らしの拠点となる住まいの環境改善を支援し、県内事業所への定着を図ることを目的

として交付する。 

 

（補助金の交付）  

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）

を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第１欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）

の額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額を除く。）に、第３欄に掲げる補

助率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額（同欄に掲げる補助限度額を限度とする。）以下と

する。 

３ 本補助金は、事業完了後６か月以内に外国人材を受け入れる場合を補助対象とする。 

４ なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当

たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等）  

第４条 本補助金の交付申請は、知事が別に定める日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号によるものと

する。  

 

 （交付決定の時期等）  

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３０日以内に行うものとする。  

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。  

 

（承認を要しない変更）  

第６条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、別表の第４欄に定めるもの以外の変更とす

る。  

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。  

 

（実績報告の時期等）  

第７条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日までに

行わなければならない。  

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止



の日から２０日を経過する日  

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度

の４月２０日  

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１

号によるものとする。  

 

（外国人材の受入れ状況の報告） 

第８条 前条の実績報告時に外国人材の新規受入れ又は増員が完了していない場合は、受入れ後３０日

以内に様式第４号により外国人材の受入れ状況を報告しなければならない。なお、様式第４号の提出

がない場合もしくは外国人材の新規受入れ又は増員を中止した場合、規則第２１条の規定により交付

決定の全部又は一部を取り消すことがある。この場合、規則第２２条の規定により補助金等の返還を

命ぜられたときは、当該金額を返還しなければならない。 

 

（財産の処分制限） 

第９条 規則第２５条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和４０年大

蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産について、知事の定める

期間)とする。 

 ２ 規則第２５条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

  （１）取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の施設、機械及び器具等 

  （２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるも

の。 

 ３ 第５条第１項の規定は、規則第２５条第２項の承認について準用する。 

 

（収益納付） 

第１０条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産を処分したことにより収入が

あったときは、当該収入のあったことを知った日から５日以内に、知事にその旨を報告しなければな

らない。 

２ 前項の場合において、知事がその収入の全部又は一部に相当する額を県に納付するよう指示したと

きは、補助事業者は、これに従わなければならない。 

 

（補助事業の取り消し） 

第１１条 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）等の違反のあった場合には、

規則第２１条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。この場合、規則第２２条

の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは、当該金額を返還しなければならない。 

 

（雑則）  

第１２条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、商工労働部

長が別に定める。  

 

附 則  

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度事業から適用する。 



別表（第３条、第６条関係） 

１ 事業名・補助対象経費 ２ 事業実施主体 ３ 補助率・補助限度額 ４ 重要な変更 ５ その他 

（１）住宅環境整備事業 
県内事業者が外国人材の受入れに際し実施する住宅環境

整備に係る経費 
＜対象経費＞ 

・空き家、借間、寮等住居の修繕又は改築（風呂・トイレ等の
リフォーム、壁紙・床材の修繕等）に係る工事費等 

＜対象外となる経費＞ 
・借間の場合、退去時の原状復帰に係る経費 
・土地の購入、当該購入等に伴う手続きに要する経費 
・居住機能に直接関係のない工事に要する経費 
・光熱水費、賃貸家賃等の継続的に発生する経費 

事業実施年度以降

に新たに外国人材

の受入れを行う、も

しくは現在受け入れ

ている外国人材を

増員する県内事業

者（農業者及び農

業法人、介護サー

ビス事業者、障害福

祉サービス事業者

は除く） 

 

補助率 １／３ 

補助上限 １，５００千円 

（住宅環境整備事業を実

施しない場合は、上限５

００千円） 

（１）事業目的の達成

に支障が生じるおそ

れのある事業計画の

変更 

（２）本補助金の増額

を伴う変更 

 

・補助金申請は、１物件

（１棟）１回限りとする 

・１事業者の申請は同

一事業年度に１回まで

とする 

（２）インターネット環境整備事業 
 県内事業者が外国人材の住居のインターネット環境整備のた
めに実施する工事や接続機器の購入・設置に係る経費 
＜対象経費＞ 
 ・インターネット環境（Wi-Fi環境含む）整備に係る工事費等 
 ・住居に設置する接続機器（ルーター等）の購入・設置費用 
＜対象外となる経費＞ 
 ・インターネットのプロバイダー、Wi-Fi利用料等、継続的に発

生する経費 
 ・接続機器のレンタル、リースに係る費用 

（３）備品購入・設置事業 
 県内事業者が外国人材の生活環境整備のために実施する備
品の購入及び設置に係る経費 
＜対象経費＞ 

・空調設備（家庭用エアコン）、冷蔵庫、洗濯機の購入・設置
費用 
＜対象外となる経費＞ 

・持ち運び可能であるなど目的外使用になりうる備品の購入
費用 

・備品のレンタル、リースに係る費用 



様式第１号（第４条、第７条関係） 
 

 年度鳥取県外国人材住環境整備支援補助金計画（報告）書 

 

１ 事業者情報（代表となる者） 

法人名  

事業所名  

事業所住所 〒 

 

担当者名  

担当者メールアドレス  

連絡先（電話番号）  

 

２ 事業内容等 

(１)住宅環境整備
事業 

※空き家、借間、寮等住居の修繕又は改築に係る詳細（目的・必要性、工事詳細（工事費、工期予定
期間、工事を行う住居所在地、実施業者名等））を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

(２)インターネッ
ト環境整備事業 

※インターネット環境整備に係る詳細（目的・必要性、工事詳細、購入する接続機器詳細（品名、型
番、金額等）、備え付ける住居住所等）を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

(３)備品購入・設置
事業 

※生活環境整備のために購入・設置する家庭用エアコン、冷蔵庫、洗濯機の詳細（品名、型番、金額
等）、備え付ける住居住所等を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

  

３ 他の補助金の活用の有無 （ 有 ・ 無 ） 

 

 
 ※他の補助金の活用の有無について、「有」「無」のいずれかに○をしてください。 
 ※「有」の場合は、枠内に活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問合せ先（補助金を所管し

ている部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。 
 
４ 外国人材の受入れ状況、新規受入れ・増員見込み 

在留資格 受入れ人数 新規受入れ又は

増員（予定）日 

従事する業務の

内容（分野） 事業前 事業後 

技能実習 

 

 

計    名 

＜国籍内訳＞ 

 

計    名 

＜国籍内訳＞ 

 年  月  日 

 

 

 

 

 



育成就労 

 

 

 

計    名 

＜国籍内訳＞ 

 

計    名 

＜国籍内訳＞ 

 

 年  月  日 

 

 

特定技能 

 

 

 

計    名 

＜国籍内訳＞ 

 

計    名 

＜国籍内訳＞ 

 

 年  月  日 

 

 

高度外国人材 

 

 

 

計    名 

＜国籍内訳＞ 

 

計    名 

＜国籍内訳＞ 

 

 年  月  日 

 

 

合計 計    名 計    名 － － 

  ※受入れ人数の事業前欄には、本補助金申請時の人数を記載すること。 
  ※雇用していない又は雇用予定のない在留資格については、０名と記載すること。 
 
５ 収支予算（決算） 
（１）収入                                   （単位：円） 

 
 

予算額 決算額 備考 

県補助金    

そ の 他    

自己財源    

合   計    

（２）支出                                   （単位：円） 

 
 

予算額 決算額 備考 

需 用 費    

委 託 費    

工事請負費    

備品購入費    

合   計    

※消費税及び地方消費税を除いた金額を記載してください。 
※各支出の金額が分かる資料を添付してください。 
※委託費について、県内事業者への発注が困難な場合は、県外発注理由書（様式第２号（別紙様式）） 
を作成してください。 

 
添付書類 
 ○見積書（計画書提出時）、領収書の写し等支出が分かる書類（実績報告提出時） 
 ○新たに外国人材を受け入れるための証明書又は雇用契約書等の写し 
 ○住宅環境整備事業については、整備前、整備後の様子が分かるもの（様式任意） 



様式第２号（別紙様式） 

 

県外発注理由書 

 

内容・金額 
発注先 

事業者名 

発注先 

所在地 

県内発注できない理由、県外発

注でなければならない理由 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 
  



様式第３号（第５条関係） 
                                                                  番    号 
                                                                     年  月  日 
 
             様 
 
                                       職 氏 名         
 
     〇〇年度鳥取県外国人材住環境整備支援補助金交付決定通知書 
 
   年  月  日付第  号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県外国人材住

環境整備支援補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥

取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに

決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 
 

記 
 
１ 対象事業 
  本補助金の対象事業の内容は、申請書に記載のとおりとする。 
 
２ 交付決定額等 
  本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更された

場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 
（１）算定基準額  金       円 
（２）交付決定額  金       円 
 
３ 経費の配分 
  本補助金の対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申請書に記載された

とおりとする。ただし、対象事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。 
 
４ 交付額の確定 
  本補助金の額の確定は、対象経費の実績額について、鳥取県外国人材住環境整備支援補助金交付要綱

（令和  年 月  日付第   号鳥取県商工労働部長通知。以下「要綱」という。）第３条第２項

の規定を適用して算定した額と前記２の（２）の交付決定額（変更された場合は、変更後の額とする。）

のいずれか低い額により行う。 
 
５ 補助規程等の遵守 
  本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければなら

ない。 



様式第４号（第８条関係） 
 
                                                                       番    号 
                                                                          年  月  日 
 
  鳥取県知事    様 
 
                                           住   所 
                           団 体 名 
                           代表者氏名 
 
 

鳥取県外国人材住環境整備支援補助金を活用した外国人材の受入れ状況について（報告） 
 

年 月 日付で実績報告を行った鳥取県外国人材住環境整備支援補助金（以下「本補助金」とい

う。）について、本補助金を活用して住環境整備を行った外国人材の受入れ状況を下記のとおり報告し

ます。 
 

記 
 

在留資格 
受入れ人数 新規受入れ又は 

増員日 
従事する業務の内容 

（分野） 
事業前 事業後 

技能実習 

 

 

計    名 

＜国籍内訳＞ 

 

計    名 

＜国籍内訳＞ 

 年  月  日 

 

 

 

育成就労 

 

 

 

計    名 

＜国籍内訳＞ 

 

計    名 

＜国籍内訳＞ 

 

 年  月  日 

 

 

特定技能 

 

 

 

計    名 

＜国籍内訳＞ 

 

計    名 

＜国籍内訳＞ 

 

 年  月  日 

 

 

高度外国人材 

 

 

 

計    名 

＜国籍内訳＞ 

 

計    名 

＜国籍内訳＞ 

 

 年  月  日 

 

 

合計 計    名 計    名 －  

 ＜添付書類＞ 
  ・雇用契約書の写し等、新たに受け入れた外国人材の状況が分かる書類 


